
令和８年度山鹿市農業振興課補助事業(市独自)のご案内

■ 問い合わせ先 山鹿市役所 農業振興課 ０９６８－４３－１５５６

※詳細はやまがメイトでご案内いたしますので、アプリのダウンロードをお願いします。

未来のリーダーづくり支援事業

・令和６年４月１日以降に新たに就農した者で、専業農家を発展させ、かつ、地域農業を担う農業者となる
ことに強い意欲を有している者。
・市内に住所を有し、就農開始時の年齢が５０歳未満の者であること。
・専業農家を営む親族（市内に住所を有する２親等以内の者)と生計を一にする者であること。
・親族の下で年間１，２００時間以上農業に従事をし、又はしようとする者であって、家族経営協定を締結
している者

・その属する世帯の前年の所得（新たに就農する者の所得を除く。）が専ら農業所得であること。
※その他の詳細については、農業振興課・担い手支援係までお問い合せください。

■支援対象者（支援金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。）

■支援額

・後継者１人当たり１５０万円/年 （最長３年）

・令和８年４月１日（水）から随時

裏面へ

■補助対象者（補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。）

・令和８年４月１日以降に免許を取得、又は取得しようとする者。
・市内に引き続き６か月以上住所を有する認定農業者又は認定新規就農者。

■ 補助対象事業（次に掲げる免許の取得が対象となります。）

・大型特殊免許
全長4.7メートル以上、全幅1.7メートル以上、ヘッドガードの高さ2.8メートル以上、全高2.0メートル
以上、最高速度時速15キロメートル以上の車両を運転する際に必要な免許

・けん引免許
重量が750キログラムを超えるトレーラーなどをけん引する際に必要な免許

・農業用ドローンオペレーター技能認定
農薬散布、農地管理用等に使用するための技能の認定

■ 補助対象経費

・技能認定及び免許の取得に係る受講料及び受験料に要する経費。

■ 補助金の額（千円未満切捨て）

補助額の上限額補助率補助対象事業

３万円１/３大型特殊・けん引免許

６万円１/３農業用ドローンオペレーター技能認定

■受付期間

・令和８年４月１日（水）から随時（受講する前の承認申請が必要です。）

農業機械免許等取得補助事業



■補助対象者（補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。）

・地域を担う農林業の担い手となることについて強い意欲を有し、市内に引き続き６か月以上住所を有する者。
・新たに農林業に従事して５年以内で、年間1,200時間以上農林業に従事し、耕作農地及び林地が本市にある者。

■ 補助対象経費

・下図のとおりです。ただし、汎用性の高いものについては補助対象外となります。

■ 補助金の額（千円未満切捨て）

補助額の上限額補助率補助対象経費

３００万円１/2A：施設・機具等の購入及び賃借並びに施設の工事

６０万円10/10B：苗木・種子・資材等の購入補助

■受付期間 ・令和８年４月１３日（月）～令和８年４月３０日（木）

ホームページ、やまがメイトでもお知らせします。

農業研修支援事業

JA鹿本地域担い手育成センターの研修生に補助金を交付することで、本市の将来の担い手育成を図ります。

■ 補助対象者要件

・JA鹿本地域担い手育成センターで研修を受けており、就農準備資金の交付を受けている者。
・市内に住所を有し、研修終了後は３年以上本市で居住及び就農する意向がある者。

■ 補助額

・研修１年目が１人あたり３６万円/年、研修２年目が１人あたり７２万円/年
※１年を単位として交付

農業機械等整備事業

地域農林業担い手育成支援事業

NEW

NEW

補助額の上限額補助率補助対象経費

２５０万円3/10本体機械タイプ：トラクター、田植え機等

５０万円3/10作業機械タイプ：耕運機、代掻き機等


